
う
き
は
市
で
は
、
空
き
店
舗
等
の
利
用

促
進
及
び
ま
ち
の
賑
わ
い
を
創
出
し
、
地

域
経
済
の
発
展
に
資
す
る
た
め
、
市
内
の

空
き
店
舗
等
を
活
用
し
て
事
業
活
動
を

実
施
す
る
も
の
に
対
し
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。 

必
要
書
類
を
用
意
の
上
、
う
き
は
ブ
ラ

ン
ド
推
進
課
商
工
振
興
係
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。 

 

◇
募
集
期
間 

11
月
９
日
（
金
）
ま
で 

 

◇
補
助
額 

補
助
対
象
経
費
の
１
／
２
と
し
、 

１
０
０
万
円
を
上
限
と
す
る 

 

※
補
助
対
象
事
業
、
補
助
対
象
者
、
補
助

対
象
経
費
、
応
募
方
法
、
申
請
書
類
等

の
詳
細
は
、
う
き
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
う
き
は
ブ
ラ
ン

ド
推
進
課
商
工
振
興
係
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。 

※
「
空
き
店
舗
等
」
と
は
下
記
に
掲
げ
る

要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
店
舗

を
い
い
ま
す
。 

①
空
き
店
舗 

過
去
に
営
業
し
て
い
た
実
績
が
あ
り
、

３
か
月
以
上
営
業
が
行
わ
れ
て
い
な

い
店
舗
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

（
平
成
10
年
法
律
第
91
号
）
第
２
条

第
２
項
に
規
定
す
る
大
規
模
小
売
店

舗
内
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

 ②
空
き
家 

３
か
月
以
上
無
人
状
態
に
あ
る
建
物

で
あ
っ
て
、
改
装
等
に
よ
り
店
舗
と
し

て
活
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 ③
店
舗
兼
住
宅 

過
去
に
営
業
し
て
い
た
実
績
が
あ
り
、

３
か
月
以
上
営
業
が
行
わ
れ
て
い
な

い
店
舗
で
あ
っ
て
、
住
宅
部
分
と
店
舗

部
分
が
明
確
に
区
別
で
き
、
改
装
等
に

よ
り
店
舗
と
し
て
活
用
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

 

●
問
合
せ 

う
き
は
ブ
ラ
ン
ド
推
進
課
商
工
振
興
係 

℡
７
６
～
９
０
９
５ 

  

                                

                                

うきは市教育委員会では、①町並み交流館商家及び②注連原住宅（うきはポサーダ）の管理運営を効果的

かつ効率的に行うために、各施設の指定管理者の公募を行います。 

詳細は、うきは市ホームページ（http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/）に掲載の「募集要項」をご覧く

ださい。 

◇書類配布期間 10 月 16 日（火）～24 日（水）※土・日曜日は配布を行いません。 

※配布書類はホームページからダウンロード可能。 

●問合せ 生涯学習課文化財保護係 ℡75-3343 

【
平
成
30
年
度
第
３
回
】 

う
き
は
市
空
き
店
舗
等
活
用
支
援
事
業
補
助
金 

①町並み交流館商家 

②注連原住宅(うきはポサーダ) 
の指定管理者の公募 

▲町並み交流館 商家 ▲注連原住宅（うきはポサーダ） 


